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1本件控訴を塞塾する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。
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2 被控訴人は,控訴人に対し, 10万円を支払え。

第2 事案の概要(略称は,原判決のものを用いる。 )

1本件は,控訴人が,控訴人の叔母の太田まり子(太田)は,控訴人に対する脅

迫の手段として殺害されたにもかかわらず,浦和西警察署の警察官らによって

単なるトラックによるひき逃げ死亡事件に偽装され,組織的に隠蔽を図られた

とした上で,埼玉県警本部長又は浦和西警察署警察官らに対して捜査を要求し

たり,同警察官らに対して電話を同警察署監察課に取り次ぐよう求めたりした

にもかかわらず,同人らが控訴人の要求を拒否したり,無視したりしたことは

違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項等に基づき,慰

謝料1 0万円(一部請求)の支払を求める事案である。

原審は,控訴人の請求を棄却したことから,これを不服とした控訴人が控訴

した。

2 当事者の主張は,後記3のとおり当審における控訴人の補充的主張を付加す

るほかは,原判決の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。

3 当審における控訴人の補充的主張

控訴人は,埼玉県警本部長宛てに捜査要求書面を内容証明郵便で送付し,埼

玉県警本部長は,捜査要求書面を受領した(甲1 1) 。埼玉県警が捜査要求書

面を紛失したのであれば,埼玉県警にはその取扱上過失がある。

第3 当裁判所の判断

1当裁判所も,控訴人の請求を棄却すべきであると判断する。その理由は,後

記2のとおり当審における控訴人の補充的主張に対する判断を付加するほかは,

原判決の第3に記載のとおりであるから,これを引用する。

2 当審における控訴人の補充的主張に対する判断

控訴人は,埼玉県警本部長宛てに捜査要求書面を内容証明郵便で送付し,埼

玉県警本部長がこれを受領したと主張する。

確かに,証拠(甲1 1)によれば,控訴人が埼玉県警本部長に宛てた郵便物

東 京 高 等 裁 判 所

ー
2

-

Lavie
ハイライト


Lavie
ハイライト


Lavie
ハイライト


Lavie
ハイライト


Lavie
ハイライト




東 京 高 等 裁 判 所

ー
3

-



東京(高) 1了- う907




